
 

 

 

 

 

令和 3年 第 2回 
 

 

 

南会津町農業委員会臨時総会議事録 

（公開用） 
 

 

 

 

期 日  令和 3年 7月 29日（木） 

 

会 場  南会津町役場本庁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南 会 津 町 農 業 委 員 会 事 務 局 

 

 



 

南会津町農業委員会第２回臨時総会議事録 

 

 

１ 開 催 日 時    令和３年７月２９日（木） 午後２時１０分 

 

２ 開 催 場 所    南会津町役場本庁 ３階 中会議室 

 

３ 出席した委員 

 

農業委員 １0 名 

１番  ２番 芳賀 美紀 ３番 平野 恒二 

４番 馬場 崇裕 ５番 湯田 重行 ６番 湯田 義三 

７番 星  洋一 ８番 酒井  圭 ９番 渡部 一男 

10 番 湯田 孝義 11 番 室井 文一  

          

４ 欠席した委員  

 

農業委員 1 名    

1 番 星 隆一     

     

５ 出席した事務局職員        

事務局長 菅家 康夫 局長補佐兼係長 八木沢 誠二 主 査 星 良太郎 

 

 

 

６ 議 事 

日程第１ 欠席委員の報告について 

日程第２ 議事録署名委員の指名について 

日程第３ 報告第１号 会務報告について 

日程第４ 議案第１号 農地利用配分決定（案）に対する意見について 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



７ 会議の概要 

  

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局が開会を告げ、会長が挨拶をした後、南会津町農業委員会総会

会議規則第５条第 1項の規定に基づき、会長が議長となり議事に入る。 

  

 それでは、只今から議事に入ります。 

日程第１「欠席委員の報告について」でありますが、会議規則第４条

の規定により欠席の届け出がありました農業委員は、１番、星隆一委員

であります。本日の出席委員は 10名ですので、農業委員会等に関する法

律第 27条第３項の規定による過半数に達しております。 

 

日程第２「議事録署名委員の指名について」でありますが、会議規則

第 20条第２項の規定により、３番、平野恒二委員、４番、馬場崇裕委員

を指名いたします。両名には、本会における議事録への署名をお願いい

たします。 

 

 続きまして、日程第３「報告第１号 会務報告について」を議題とい

たします。事務局から報告をお願いいたします。 

 

（事務局長 議案書により報告） 

 

只今事務局から会務の報告がありましたが、ご質問等がありましたら

挙手願います。 

 

（「ありません。」の声あり） 

質問がないようですので、会務報告を終わります。 

 

続きまして、日程第４「議案第１号 農地利用配分決定（案）に対す

る意見について」を議題といたします。事務局から議案の説明お願いい

たします。 

 

 事務局の星です。私のほうから議案第１号「農地利用配分決定（案）

に対する意見について」の内容をご説明いたします。３ページの農用地

利用配分計画（案）の一覧表をご覧ください。今回７件の配分計画がご

ざいますが、いずれも当初の配分計画で設定いたしました借受人を変更

するためのものでございます。貸借の期間なんですけれども、農地中間

管理事業の場合、期間 10年とされておりますが、今回は、当初の期間か

ら引き継いでの残りの期間となっておりますので、10年に足りていない

ものにつきましては、途中から引き継いだ年数となっております。新た

な借受人となります５名の方についでですが、主に認定農業者や地域の

中核的農業をされている方なので特に問題ないかと思われます。今回の

配分案の内訳につきましては、●●●●さんが３筆、□□□□㎡、●●

●●が５筆、□□□□㎡、●●●●が２筆、□□□□㎡、●●●●さん

が３筆、□□□□㎡、●●●●さんが１筆、□□□□㎡となります。な

お、番号３番につきましては、農地所有者と借受人が同一となっており



 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長  

   

 

  

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

ますが、こちらにつきましては、農林課の中間管理機構の担当に確認し

たところ、地区内の農地配分した際に、元々別な方が配分されて耕作し

ておりましたが、その方が契約を解除されたため、今回の改めてこの形

で配分することになったとのことです。制度上も問題ないとのことです。

以上で説明終わります。 

 

 説明が終わりました。ただちに質疑に入ります。 

発言のある方は、挙手願います。 

本件に対してのご質疑ございませんか。 

 

（「ありません。」の声あり） 

質疑がないようですので、質疑を終結し、採決いたします。  

 お諮りいたします。本案を原案のとおり決定することにご異議ござい

ませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認め、本案については、原案のとおり決定いたしました。 

以上で、議案第１号の審議を終了いたします。 

総会に付議されました議事案件は、全て終了いたしました。 

 

 次に、次期総会までの業務日程について、事務局からご連絡いたしま

す。 

 

 （事務局長 業務日程について説明） 

 

はい、説明が終わりましたけれども、何か質問ございませんか。 

  

ないようなのでその他に入ります。みなんから何かございませんか。

質問をお願いします。 

 

（新委員、推進委員の名簿交付の件） 

 

皆さんよろしいですか。 

  

（農地パトロールの件） 

 

よろしいですか。その他にございませんか。 

それでは無いようですので、代理の方から閉会のことばをお願いしま

す。 

 

 

 

 

 



職務代理 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常にあわただしく第２回目の臨時総会を終了しました。この後、推

進会議もありますのでよろしくお願いします。これを持ちまして第２回

南会津町農業委員会臨時総会を閉じたいと思います。ありがとうござい

ました。 

 

 

閉会 午後 ２時２１分 

 

 

上記のとおり、会議次第は書記をして記載せしめたものであるが、そ

の内容が正確であることを証明するためここに署名する。 

 

   

 

議 長 

 

 

３ 番 

 

 

４  番 

 


